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保険普及のカギを握るシーマンシップ教育
[青木ヨットスクールに聞く]

‖1界共通のセーリング機能資格として知られる、ASA(米 田セーリング協会)の

インストラクター・エバリュエーター(指導持・技能評価 ir)として、大阪府のill尻漁港マリーナを

ベースに外洋ヨットのスクール寸'米を展開している荷本 洋氏。

中高年初心者のli従が,正倒的に多いという授米を通じて気がついた、

プレジャーボート保険のさまざまな課題についておf舌しいただいた。

構成・文=市 川和彦 、舵 ネL補 柴部

lllき子=アクア椰1舶招定新111年 協力=ドi本ヨット

ライフジヤケットとの共通点

ヨットスクールの主率者として フレジ

ャーホートの保険をとのように提えていますか

青木 ス クールと保険の普及問題とは

あまり関係がないように思うかもしれません

が、シーマンシップや安全教育の視点から

見ていくと、大きな接点が出てきまf

生徒さんの多くは中高年者で、それなり

に社会経験を積んできた人たちですから、

さまざまな場面で乗り手の責任が求められ

る海の世界についても、相応の理解を示

してくれます。海に出たら自分の命は自分

で守ることが大前提で、スキッパーになっ

たら乗員や艇の安全確保に関して社会的

な責任を負わなければならないとしっかり教

えれば、彼らもその事の大きさを十分に受

け止めてくれるのです。

ですから、ライフジャケットに関しても「着て

ください」といえば、彼らは当然のように着用

してくれま孔 自分の命は自分で守るのが当

たり前!そうしなければ
｀
、なにかあったらスキ

ッパーとして同乗するインストラクターに迷惑

をかけてしまう!と、彼らな')に歩んできた社

会白匂な経験を基に理解してくれるわけです。

ところが、海に出たときの責任問題を十

分に受け止めないで育ってしまったセーラー

の多くは、いまだにライフジャケットを着けた

156 KAZ【20078

がりません。なぜなら、彼ら

にセーリンクを教えてくれた

先輩セーラーたちが着用し

ないで乗っていたからです。

そのような環境のなかで育

ってしまえば、ライフジャケ

ットの着用自体が不自然

に思えてしまうので孔

つまり、最初の安全教育、シーマンシ

ッフの伝授が大切であるということですね

青木 プ レジャーボートの保険加入率が

低い問題も、実はライフジャケットの着用率

が悪いこととよく似ています。海に出るよう

になった最初の段階で、問題意識がすり込

まれていないので抗

ASAの プログラムでは、最初にセーフテ

ィーボーティンクというコースからスタートしま

孔 はじめに安全教育あ'ブきというわけです,

生徒たちは、ヨットに乗ったらどんな危険が

想定されるの力【そのような事態に直面した

らどうすべきか、またそうならないためにどの

ようなセーリンクをしたらいいのか、あるいは

どのような装備を持つべきかといったことを

学びま孔

このように安全に関するベーシックなノウ

ハウを最初から身につけておけば、将来、オ

ーナーになったときに保険の重要性もすん

なり理解できると思いま孔

青木 洋 (あおき・よう)氏 19 4 9年 大阪生まれ 19 7 1年 から3年以上かけて、

自作の63m木 造ヨット〈信天翁二世号〉で世界一周を達成 現 在は青木ヨッ

トスクールを主宰 し、これまでに500人以上の卒業生を輩出している

保険の不公平感をなくしたい

青木さんは、スクール事務所を置く

田尻漁港マリーナの指定管理者になってい

ますがt保 管艇の保険契約状況はいかが

でしょうか

青木 保 管契約においては、事業主で

ある漁協が窓口になっていますが、契約時

に最低でも賠償責任保険への加入を義務

づけていま名 また、私どもは艇の販売も行

っているので、オーナーに既存のヨット・モー

ターボート総合保険(以下、YM保 険)を勧

めることもあ')ます力X賠 償責任保険につい

ては納得してもらえても、船体保険になると

途端に顔色を変える方が少なくあ↓)ません。

クルマや家屋などの損害保険に比べて割

高感があるうえ、プ回ペラやドライブといっ

た肝心の装備が担保されていないからです]

船体保険の保険料が高く、担保ア

イテムが限定されているのは、これまで加入



率が低いうえ、事故による保隈金請求額が

全体的にきわめて高いまま推移してきた事

情があると思います

青木 そ のことは、私も長年ヨットの世

界にいるのである程度のことは知っていま

すcや はり、なぜ加入率が低くて保険金の

請求額が高いのかという視点で、実情を探

ってみる必要があると思いま孔

というのも、事故を起こして保険金を請求

することを何度も繰り返している人が存在

するからですもプレジャーボートの修理は高

額になる場合が多いですから、たとえそのよ

うな人がごく少数だとしても、全体的な保険

の収支を圧迫してしまいま孔

また、YM保 険には自動車保険のように

無事故割引がありませんから、このような

人たちは、ちょっとした修理でもすぐ保険に

頼っているように思いま孔 極端に言えば、

大多数の正直なオーナーから集めた保険

料が、一握りの事故多発者のために使わ

れ続けているのです。こうした事情で保険

料が上がったり、担保が制限されたりして

いけば、保険に入ろうとする人の数はおの

ずと減っていくはずで孔

つまり、もっと保険の公平性を追求

してほしいということですね お っしゃるよう

に、考えさせられてしまうケースがいろいろあ

るのも確かです

たとえば上架艇のハシゴを下りていると

きに落下してケガをしたケースでは、保険金

の請求が認められませんでした このときの

保険会社の考え方では、ハシゴを上ってい

るときならヨットに向かっている状況なので

考慮てきるというものでしたがtそれなら最

初からハシゴを上っているときにケガをした

と報告すればいいわけです このようなあい

まいさをなくし、解釈の統一をはかるべきて

しょう

青木 保 険会社はもっとプレジャーボー

トを勉強すべきだし、新口さんは別としてプ

レジャーボートをよく知るサーベイヤーもほと

んどいないのが現】犬ですから、同じような事

故でもケースによって解釈が異なってしまう

のでしょう3

以前も、ある事故の調査をしていたサーベ

イヤーは、まったくといっていいほどヨットのこ

とを矢日りませんでした。これでは客観白匂な判

断はなかなかできません。いま言われたよう

に、保険の解釈をしっかり統一してもらわな

いと、いつまでたっても公平性が感じられ拭

カロ入率を上げることはできないと思いま孔

完成させたいサイクル

船体保険についてのお考えはよくわ

かし,ましたがt最低限必要であると言われる

賠償責任保険の普及については、どのよう

な意見をお持ちですか

青木 船 体保険に入っていなくても、自

分のフネが沈んでしまったら自分の責任とし

てあきらめることもできるでしょうが(オロ手に

損害を与えてしまった場合は、そうはいきま

せん。ですから、賠償責任保険は最低限必

要というよ')も、必ず必要な保険であるとい

う意識をオーナーすべてが持つべきでしょう。

賠償責任保険の加入率は、船体保

険に比べたら高いものの、こちらもかなり低

い水準です どうしたらよいと思いますか

青木 対 自動車やオートバイは自賠責保

険を最低限の土台としながら、任意保険の

制度を設けています。同じような仕組みがプ

レジャーボートにないのはおかしい気がしま

孔 これでは、最低限の責任を果たせない

のではないかと思いま孔

自賠責保険は、モータリゼーションを

迎えて交通事故が多発するようになったた

め、トライバーのためというよりも被害者の

救済を大きな目的につくられたものです で

すから、数が少なく社会的な認知度も低い

フレジャーポートの場合は、なかなか国も動

きにくいようです

青木 数 が少ないといっても40万隻ほ

どが稼働しており、実際に相手に損害を与

える事故も毎年起きているのですから、な

んらかの制度をつくって国民を事故から守

るのは行政の役目ではないでしょうか。

自賠賛のような強制保険の制度は

無理だとしても、船検を受けるときに賠償責

任保険の証券の写しを添付しなけれは検

査を通らないといった、いわゆる皆保険の

仕組みをつくろうという意見は、民間の側か

ら出ています

青木 そ れはよい策だと思います。これ

まで、我が国のプレジャーボート業界は、

艇を建造して販売し、マリーナに保管して

修理するまでのサイクルで終わっていました

から、この循環のなかに安全教育、シーマ

ンシップの育成といった事業を入れて、大

きな輪を完成すべきで孔 そこで、やっと業

界をあげて保険制度に取り組むことができ

るのではないでしょうか。そのために、でき

ることはどんどん協力したいと思います。

(文中敬称略)
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関西国際空港の目の前にある田尻漁港マリーナ(大阪府泉南郡田尻町)が、青木ヨットスクールの本拠 ビジター艇を積
極的に受け入れる「海の駅」にも指定されている,青木ヨット TEL:072‐465‐81 92 httpノ/www aoklyacht com/

プレジャーボート保険に関するご意見をお寄せく

ださい。本連載はサーベイヤーである新田 肇氏

の見解をもとに進めていきますが、さまざまな立場

からの意見も参考にしたいと思います

82社編集部「プレジャーボート保険」係

Eメール:boatctub◎kaziECO●jp

ファクス:03‐3434‐5184
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